
広報
No.1711│令和4年│2022.3.20

新型コロナワクチン最新情報	 2面
後期高齢者医療制度
医療機関での自己負担割合に
2割負担が加わります	 3面
市からのお知らせ	 7面から
ウクライナへの緊急募金を受付中	 8面
パラクロスカントリースキー
有安諒平選手が活躍！	 8面

今号の紙面から

主催者  日時・期間  対象・定員  場所・会場  講師  費用（記載のないものは無料）  持ち物  申込方法  問い合わせ  保育あり  手話（要約筆記）あり

　
私
が
物
心
つ
い
た
頃
は
、日
本
は
高
度
経
済

成
長
の
真
っ
只
中
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、敗
戦

の
傷
痕
な
ど
街
中
に
は
見
か
け
ま
せ
ん
で
し

た
。
戦
争
中
の
こ
と
も
、両
親
の
口
か
ら
時
折

語
ら
れ
る
だ
け
で
、平
和
が
当
た
り
前
の
よ
う

に
感
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
で
す
。

　
市
の
基
本
目
標
と
実
現
の
た
め
の
施
策
の

方
向
を
定
め
た『
三
鷹
市
基
本
構
想
』で
は
、基

本
理
念
に「
平
和
・
人
権
・
自
治
」を
掲
げ
て
い

ま
す
。こ
の
三
つ
の
言
葉
は
深
く
関
連
し
合
っ

て
い
ま
す
が
、特
に
最
初
の「
平
和
」と
い
う
言

葉
は
、
後
に
続
く「
人
権
」「
自
治
」だ
け
で
な

く
、す
べ
て
の
施
策
の
大
前
提
と
な
る
大
切
な

言
葉
で
す
。

　
平
和
は
脆
い
も
の
で
す
。真
剣
に
日
々
守
っ

て
い
く
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、す
ぐ
に

壊
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。日
本
は
戦
後
70
年

を
過
ぎ
、さ
ら
に
80
年
に
向
か
お
う
と
し
て
い

ま
す
。
幸
い
に
も
こ
の
間
、直
接
戦
禍
に
見
舞

わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。そ
れ
は

決
し
て
偶
然
な
ど
で
は
な
く
、多
く
の
方
々
の

叡
智
と
努
力
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
在「
核
」の
脅
し
さ
え
、
公
然
と

国
際
交
渉
の
場
で
口
に
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ

は
決
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

か
け
が
え
の
な
い
平
和
を
守
り
抜
く
た
め
に

何
が
で
き
る
の
か
、改
め
て
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
平
和
に
向
き
合
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

「
平
和
」と
い
う
言
葉
の
重
み

三鷹市長
河村　孝

市

長

コ

ラ

ム

YouTubeで
配信中

「河村市長に
聞いてみた！」

歳から成人
大人になるとこんなことができる！
　民法が一部改正され、4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。18歳から成人となり、自
分の判断で人生を選択し、積極的に社会に関わることができるようになります。
　一方で、成人は自分の判断や行動に責任が伴います。軽い気持ちでやったことが、取り返しのつかないこ
とになる場合も。大人の仲間入りに向けて、知っておきたいポイントをお知らせします。

18歳からできるようになること 今まで通り20歳から

　三鷹市の成人式は、従来通り20歳になる方を対
象に、毎年1月に開催します。なお、「成人を祝福す
るつどい」の名称は「二十歳のつどい」へ変更する予
定です。
児童青少年課☎内線2714

　政府広報オンライン https://www.gov-
online.go.jp/tokusyu/seinen_18/では、成
年年齢引き下げの注意点などを動画やイラスト
で紹介しています。

　携帯電話の購入、クレジットカードの作成、ローンの申し込み、アパー
トの賃貸借契約など

　国家資格（公認会計士、司法書士、行政書士など）や10年有効のパス
ポートなど

　これまで16歳だった女性の婚姻年齢が引き上げられ、男女と
もに18歳に統一されます。

自分の判断で契約が結べる 飲酒や喫煙

資格などが取得できる

競馬・競輪などの投票券の購入

婚姻年齢は男女ともに18歳に

テレビアニメ
『東京リベンジャーズ』とコラボ

◆アドバイス
　若者の芸能人に憧れる気持ちや、就職活動への不安につけ込んだトラブルが目立ち
ます。期待を持たせる勧誘には注意し、必要がない契約ははっきり断りましょう。

　成年年齢が18歳に引き下げられると、多くの人が高校在学中に成人となります。
「未成年者取消権」(※)が適用されなくなくなるため、特に注意が必要です。
※�知識や経験が浅い未成年者保護のために、親権者などの法定代理人の同意がない
契約は、原則取り消すことができる権利。

相談事例1
　タレントのオーディションに合格し
たが、「デビューにはレッスンが必要」
と言われ、高額なレッスンを契約して
しまった。デビューの話は全くない。

相談事例2
　無料のオンライン就活セミナーに参加した
ところ、「自己流では失敗する」と不安をあお
られ、有料セミナーを契約したが、役に立つ
内容ではなかった。返金を希望している。

消費者トラブルに注意

お困りの際は
ご相談ください

消費者相談専用電話☎0422-47-9042
（平日午前10時〜午後4時<正午〜1時を除く>）
※現在、電話による相談のみ対応しています。
消費者ホットライン☎188
年末年始を除き、お近くの消費生活相談窓口につながります。
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